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製材の取扱業者の認証に伴う資格者養成研修会 

開催案内（鹿児島会場） 

 

１．開 催 日：2023年 11月６日（月）～７日（火）（更新は６日のみ） 

 

２．開催時間：両日とも９時 30分から 17時 00分まで（９時 00分受付開始） 

 

３．開催場所：国分シビックセンター 

6日 多目的ホール 

7日 中会議室 

霧島市国分中央三丁目 45-1 

駐車場は台数に限りがあるので、同乗での来場にご協力下さい。 

 

 

４．定  員：100 名 （申込締切り日前でも、定員になり次第締め切らせてい

ただきます。） 

 

５．申し込み：別添受講申込書により、2023年 10月 20日（金）までに受講料を

添えてお申込下さい。（申込は FAX 可） 

鹿児島市東開町 3番 2号 

一般社団法人鹿児島県林材協会連合会 

TEL 099-267-5681 

FAX 099-267-2407 

 

６．受 講 料：新規研修(２日間)は１名につき 27,500円 

更新研修(初日のみ１日間)は１名につき 16,500円 

 

７．昼  食：お手数ですが、各自手配して下さい。 

 

 

８．宿 泊 等：お手数ですが、各自手配して下さい。 

 

９．研修対象者： 

【新規研修】 

ＪＡＳ認証の取得を予定している工場の従業員等で、新たに資格の取

得を希望する方又は既ＪＡＳ認証工場の従業員等で、新たに資格の取得

を希望する方 
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【更新研修】 

平成 31年度、令和元年度（2019年度）に研修を受け、資格を取得又は

更新した方で、資格の継続を希望する方は、３年ごとに更新研修（研修

期間１日）を受講することで、現在の資格が継続されます。 

なお、研修終了後３年を経過した次年度に更新研修を受講しない場合、

資格が失効するので御注意ください。 

 

10．研修科目： 

当会が定める「認証の技術的基準に係る資格者養成等研修会実施要領」

により、次の科目の研修を実施します。 

① JAS制度及び関係法規（JAS法等の解説） 

② 製材の認証制度、格付検査制度、表示制度（認証工場制度の考え方、

認証の技術的基準の解説等） 

③ 製材の品目・区分ごとの規格、格付検査・表示（JAS 規格の解説、格

付検査方法、表示方法等） 

④ 製材の品質管理（品質管理に関する専門的知識） 

⑤ 木材の乾燥と強度 

⑥ 製材品現物の格付検査等の実習 

⑦ その他必要な事項 

⑧ 能力判定（更新研修受講者を対象とした筆記試験） 

⑨ 学科試験（新規研修受講者のみ） 

 

11．修了証書の交付： 

（１）更新研修を受講し、能力判定に合格した方には、研修終了後に品質管理責

任者、品質検査担当者等の研修課程の「修了証書(更新)」を交付します。 

（２）新規研修を受講し、学科試験に合格した方には、品質管理責任者、品質検

査担当者等の研修課程の「修了証書」を交付します。 

 

12．認証工場の資格者の配置要件、必要人員： 

JAS認証工場に配置が必要な資格者及び人数は以下のとおりです。 

 

【製造工場の資格者数】（経験及び学歴等の条件は別途規定） 

（１）自ら格付検査をし、JASマークを表示するＡタイプの工場 

 人  数 備  考 

①品質管理担当者 ２名以上  

②品質管理責任者 １名 研修修了者（①から選任） 

③材面の品質検査担当者 ２名以上 研修修了者（②との兼務可） 



3 

④格付検査担当者 １名以上 研修修了者 

⑤格付責任者 １名 
研修修了者 

（④から選任、②との兼務不可） 

計３名以上の資格者が必要です。 

 

（２）第三者検査機関に格付検査を委託し、JASマークを表示するＢタイプ

の工場 

 人  数 備  考 

①品質管理担当者 ２名以上  

②品質管理責任者 １名 研修修了者（①から選任） 

③材面の品質検査担当者 ２名以上 研修修了者（②との兼務可） 

④格付担当者 １名以上 研修修了者（③との兼務可） 

計２名以上の資格者が必要です。 

 

【販売業者・輸入業者等の資格者数】（経験及び学歴等の条件を除く） 

販売業者等が製造工場を指定し、販売業者と製造工場が一緒に JAS認証

を取得します。 

（１）自ら格付検査し、JASマークを表示するＡタイプの販売業者等 

◆販売業者等 

 人  数 備  考 

①品質管理責任者 １名以上 研修修了者 

②格付検査担当者 １名以上 研修修了者 

③格付責任者 １名 
研修修了者 

（②から選任、①との兼務不可） 

販売業者に２名以上の資格者が必要です。 

 

◆製造工場（工場従業員でも可） 

 人  数 備  考 

①品質管理担当者 ２名以上  

②材面の品質検査担当者 ２名以上 研修修了者（①との兼務可） 

③格付責任者補佐者 

（必要な場合） 
１名以上 研修修了者（②との兼務可） 

製造工場に２名以上の資格者が必要です。 

 

（２）第三者検査機関に格付検査を委託して、JASマークを表示するＢタイ

プの販売業者等 

◆販売業者等 

 人  数 備  考 

①品質管理責任者 １名以上 研修修了者 

②格付担当者 １名以上 研修修了者（①との兼務可） 

販売業者に１名以上の資格者が必要です。 
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◆製造工場（工場従業員でも可） 

 人  数 備  考 

①品質管理担当者 ２名以上  

②材面の品質検査担当者 ２名以上 研修修了者（①との兼務可） 

③格付担当者補佐者 

（必要な場合） 
１名以上 研修修了者（②との兼務可） 

製造工場に２名以上の資格者が必要です。 

 

13.受講キャンセル時の返金措置について 

受講をキャンセルする場合は、必ず申込先へ連絡するようにして下さい。 

受講料お振込後の受講キャンセル時の返金額は、下表のとおりです。 

キャンセルのタイミング 返金額 

申込期限当日まで 振込手数料を差し引いた金額を返金 

申込期限翌日から研修会当日 １名×1,500 円＋振込手数料を差し引

いた金額を返金 

研修会開始後（無断欠席を含む） 返金しません。 

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のためにキャンセルされた場合は、

研修会当日であっても振込手数料を差引いた金額を返金します。 

 

14．注意事項 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、マスクの着用及び体調管理の徹底を

お願いします。また、当日マスクの未着用の方、体調が優れない方及び体温測定

の結果一定以上の体温の方の受講をお断りさせていただくことがあります。 

 


